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今月のトピックス

中教審中間報告「栄養教諭制度」

みなさんは、どのように考えますか？

学校給食ニュース 発行：学校給食全国集会実行委員会
http://www1.jca.apc.org/kyusyoku
E-mail maki@jca.apc.org

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課健

康教育企画室は、2003年９月10日、中央教育審議会中

間報告「食に関する指導体制の整備について」の発表

をもとに、ホームページ等で意見募集を実施しました。

意見締切りは、９月24日で約２週間の短いものとなった

ため、みなさんがじっくりと考え、まとめる時間はとれ

なかったのではないかと心配しています。

この問題は学校給食や学校での食を通した教育、食

教育などにとって大きな影響を与えるものです。もちろ

ん、学校栄養職員、調理員のあり方にも関わってきま

す。2005年度から制度が導入されるとマスメディアなど

では報道されています。

栄養教諭制度の新設について書かれたこの「中間報

告」を一読したところ、さまざまな問題点や疑問が湧

いてきました。食教育を充実させるという考え方には賛

成ですが、「中間報告」のような栄養教諭をつくること

で、はたして学校給食はより充実し、食教育が学校の

大きな柱となるのでしょうか。

ここで、学校給食ニュースとして問題点を整理するの

ではなく、学校給食に関わるみなさんが、この問題に

ついては、真剣に考え、語り合い、定められた意見募

集の締切りを過ぎていても、文部科学省や中央教育審

議会に対して、きちんと意見を出していく必要があると

考え、中間報告の全文を以下に掲載します。

ぜひ、ご一読ください。

食に関する指導体制の整備について（中間報告）

はじめに

社会の活力の源泉は、いうまでもなく社会を構成す

る人々の活力である。そして、人々の活力を支えるも

のは心身の健康である。

人々が生涯にわたってその心身の健康を保持増進し

ていくためには、食事や運動、睡眠などにおける望ま

しい生活習慣の確立が不可欠であるが、中でも食習慣

は、子どもの頃の習慣が成長してからの習慣に与える

影響がことさら大きいものである。また、成長期である

子どもの頃の望ましい食習慣は、心身の健全な成長に

不可欠な要素でもある。子どもの頃から望ましい食習

慣を身に付けることは、人々の心身の健康につながり、

ひいては社会全体の活力を増進するための礎となる。

このように、子どもの頃からの望ましい食習慣の確立

は極めて重要な社会的課題であり、平成13年４月11日

の文部科学大臣からの「子どもの体力向上のための総

合的な方策について」の諮問においても、食習慣を含

む望ましい生活習慣の確立について、学校、家庭、地

域社会の連携方策も視野に入れて検討することが求め

られている。

同諮問に対しては、平成14年９月30日に「子どもの

体力向上のための総合的な方策について」として答申

を行ったところであり、その中では、近年の社会環境
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の変化などに伴う食に関する健康問題に対応するため、

望ましい食習慣や栄養バランスのとれた食生活を形成

する観点から、学校における食に関する指導の重要性

を指摘し、いわゆる「栄養教諭（仮称）」制度など学

校栄養職員に係る新たな制度の創設を検討すべきこと

を提言した。

この提言に基づき、本審議会は、平成15年６月にス

ポーツ・青少年分科会の下に食に関する指導体制部

会を設置して、食に関する指導の充実の具体的な方策

について集中的に調査審議を重ねてきた。

本審議会は、このたび、その審議の結果を以下のと

おり取りまとめたので、「中間報告」として公表すること

とした。今後、本審議会においては、この「中間報告」

に対して各界各層から広く意見をいただき、それらを踏

まえつつ、さらに審議を進めることとしたい。

第１章 基本的な考え方

１ 食に関する指導の充実の必要性

食は人間が生きていく上での基本的な営みのひとつ

であり、健康な生活を送るためには健全な食生活は欠

かせないものである。しかしながら、近年、食生活を

取り巻く社会環境の変化などに伴い、偏った栄養摂取

などの食生活の乱れや、肥満傾向の増大、過度の痩

身などが見られるところであり、また、増大しつつある

生活習慣病と食生活の関係も指摘されている。このよ

うに、望ましい食習慣の形成は、今や国民的課題とな

っているともいえる。

特に、成長期にある児童生徒にとって、健全な食生

活は健康な心身を育むために欠かせないものであると

同時に、将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすも

のであり、極めて重要である。しかし近年、子どもの

食生活の乱れも顕著になってきており、例えば、平成

９年の国民栄養調査によれば、20歳代の朝食欠食者の

うち66.6％が高校卒業の頃までに朝食欠食が習慣化し

ていることが明らかになっている。なお、平成13年の同

調査では、20歳代男子の朝食欠食の割合は20.4％とな

っている。また、子どもだけで食事を取る孤食について

は、昭和57年には22.7％であったものが平成５年には31.

4％に増加している。肥満傾向児（性別・年齢別に身

長別平均体重を求め、その平均体重の120％以上の体

重の者）も増加しており、学校保健統計調査によれば、

小学６年生男子では、昭和52年に6.7％が肥満傾向であ

ったものが、平成14年には11.7％とほぼ倍増している。

栄養と脳の発達や心の健康との関係も指摘されている。

また、平成14年９月30日の中央教育審議会答申「子

どもの体力向上のための総合的な方策について」（以

下「平成14年答申」という。）において指摘したように、

子どもの体力は低下傾向が続いており、体力の向上の

ためには、適切な運動と十分な休養・睡眠に、調和の

とれた食事という、健康３原則の徹底による生活習慣の

改善が不可欠である。

加えて、外食や調理済み食品の利用の増大により、

栄養や食事の取り方などについて、正しい基礎知識に

基づいて自ら判断し、食をコントロールしていく、いわ

ば食の自己管理能力が必要となっている。特に、食品

の安全性に対する信頼が揺らいでいる中、食品の品質

や安全性についても、正しい知識・情報に基づいて自

ら判断できる能力が必要となってきている。

このように、子どもの体力の向上を図るとともに、食

に関する自己管理能力の育成を通じて将来の生活習慣

病の危険性を低下させるなど、子どもたちが将来にわ

たって健康に生活していけるようにするためには、子ど

もたちに対する食に関する指導を充実し、望ましい食習

慣の形成を促すことが極めて重要である。

また、健康と体力は今後の教育が目指すべき「生き

る力」の基礎となるものであり、食に関する指導の充

実は、子どもたちの「生きる力」を育んでいく上でも非

常に重要な課題であるといえる。

さらに、食はそれぞれの国や地域の風土や伝統に根

ざした、すぐれて文化的な営みであり、また、団欒な

どを通じた社会との接点としての側面も有している点を

忘れてはならない。食に関する指導においては、「食

文化」の継承や多様性の尊重、社会性の涵養といった

効果も期待できる。

食に関する問題は、いうまでもなく家庭が中心となっ

て担うものである。しかし、核家族化の進展、共働き
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の増加などの社会環境の変化や、外食や調理済み食

品の利用の増加などの食品流通の変化等を背景とし

て、食生活の在り方も大きく変化しつつあり、保護者が

子どもの食生活を十分に把握し、管理していくことが困

難になってきている。このような状況を踏まえれば、食

に関する全ての責任を家庭に担わせるのはもはや現実

的とはいえない。このため、今後は学校が子どもの食

について家庭に助言や働きかけを行うことも含め、家庭

・地域・学校が連携して、次代を担う子どもたちの食

環境の改善に努めることが必要である。

２ 学校における食に関する指導の現状

現在、学校における食に関する指導は、学級担任を

中心として、給食の時間において学校給食そのものを

生きた教材として活用した指導が行われているほか、

家庭科や保健体育科を中心に教科指導の中でも行わ

れている。その中でも、給食の時間における食に関す

る指導は、学校給食そのものを教材として活用し、見

る・食べるといった行為を通じて楽しみながら児童生

徒の興味・関心を引き出すことができ、非常に高い教

育的効果を持っている。また、学校給食に地域の産物

を使用したり、地域の伝統的な料理を提供することを

通じ、地域の文化や伝統に対する理解と関心を深める

などの取組も行われている。

学校における食の専門家である学校栄養職員を活用

した取組も進められており、ティーム・ティーチングや

特別非常勤講師制度を活用した学校内での指導活動

は年々増加している。また、親子料理教室や給食だよ

りなどを通じて、学校が家庭や地域に働きかけを行う

など、家庭・地域との連携を推進する取組も進められ

ている。

しかしながら、食に関する指導については、これま

で明確な体制整備がなされてこなかったため、地域や

学校ごとに取組は区々であったというのが現状である。

３ 食に関する指導体制整備の方向性

以上のように、これまでも学校栄養職員の活用を含

め、学校における食に関する指導を進めるための取組

は様々な形でなされているが、近年の子どもたちの食

を取り巻く環境の変化は、これまでにないほど急速か

つ激しいものである。子どもたちが望ましい食習慣と自

己管理能力を身に付け、この変化に十分に対応して自

らの健康を保持増進していける能力を培っていくために

は、より効果的な食に関する指導体制の整備が急務で

ある。そのためにも、学校における食に関する専門家

である学校栄養職員の専門性を、確実に指導面でも活

用していけるような制度的担保が必要である。

食に関する指導体制の整備については、これまでも、

平成９年９月22日の保健体育審議会答申「生涯にわた

る心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する

教育及びスポーツの振興の在り方について」において、

新たな免許制度の導入を含めた学校栄養職員の資質

向上策の検討の必要性が指摘されているだけでなく、

平成14年答申においては、「学校栄養職員については、

食に関する専門家としての知識はもとより、児童生徒の

成長発達やこの時期の心理の特性などについての正し

い理解の上で、教育的配慮を持った食に関する指導を

行うことが求められている」と指摘し、「いわゆる『栄

養教諭（仮称）』制度など学校栄養職員に係る新たな

制度の創設を検討し、学校栄養職員が栄養及び教育

の専門家として児童生徒の食に関する教育指導を担う

ことができるよう食に関する指導体制の整備を行うこと

が必要である」とより具体的な提言を行っているところ

である。

現在の学校栄養職員は、栄養士又は管理栄養士の

資格を有して学校給食に係る栄養管理や衛生管理を行

っており、食に関する専門家ではあるが、教育的資質

が担保されているとはいえない。食に関する専門性を

指導面で十分に生かし、自ら責任を持って指導に当た

っていけるようにするためには、現在の学校栄養職員

の資質に加え、教育に関して必要な資質を身に付けた

者が食に関する指導を担えるよう、栄養教諭制度を創

設し、効果的な食に関する指導体制の整備を図る必要

がある。その際には、他の教員と同様の積極的な学校

活動への参画により、その専門性を遺憾なく発揮でき

る環境の整備に留意することが重要である。

第２章 栄養教諭制度の創設

１ 栄養教諭の職務

栄養教諭は、教育に関する資質と栄養に関する専門

性を併せ持つ職員として、学校給食を生きた教材とし
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て活用した効果的な指導を行うことが期待される。この

ため（１）食に関する指導と、（２）学校給食の管理を

一体のものとしてその職務とすることが適当である。

（１）食に関する指導

①児童生徒への個別的な相談指導

児童生徒の食生活の現状にかんがみ、生活習慣病

の予防や食物アレルギーへの対応などの観点から、栄

養教諭が児童生徒の個別の事情に応じた相談指導を

行うことが、児童生徒の健康の保持増進のために有効

であると考えられる。その際、食に関する問題への対

応には、児童生徒の食の大部分を担う家庭での実践が

不可欠であることに留意し、保護者に対する助言など、

家庭への支援や働きかけも併せて行うことが重要であ

る。

児童生徒の食生活に係る問題の中で、個別的な相

談指導が想定されるケースとしては、

（ａ）偏食傾向のある児童生徒に対し、偏食が及ぼす

健康への影響や、無理なく苦手なものが食べられるよ

うな調理方法の工夫等について指導・助言すること

（ｂ）痩身願望の強い児童生徒に対し、ダイエットの

健康への影響を理解させ、無理なダイエットをしないよ

う指導を行うこと

（ｃ）肥満傾向のある児童生徒に対し、適度の運動と

バランスの取れた栄養摂取の必要性について認識さ

せ、肥満解消に向けた指導を行うこと

（ｄ）食物アレルギーのある児童生徒に対し、原因物

質を除いた学校給食の提供や、献立作成についての助

言を行うこと

（ｅ）運動部活動などでスポーツをする児童生徒に対

し、必要なエネルギーや栄養素の摂取等について指導

すること

などが考えられる。これらの相談指導には、栄養学等

の専門知識に基づいた対応が不可欠であり、学級担任

や家庭だけでは十分な対応が困難な場合も多いと考え

られるため、栄養の専門家である栄養教諭が中心とな

って取り組んでいく必要がある。また、必要に応じて、

学級担任や養護教諭とティームを組んで、あるいは学

校医や学校歯科医、他の栄養の専門家などと適切に連

携を図りながら対応していくことが考えられる。

このように、栄養教諭は、児童生徒の食生活に関し、

その専門性を生かしたきめ細かな指導・助言を行う、

いわば食に関するカウンセラーとしての役割が期待さ

れる。なお、食に関する相談指導に当たっては、教育

相談室や余裕教室を利用するなど、個別相談に相応し

い環境で行われることが望ましい。

②児童生徒への教科・特別活動等における教育指導

食に関する指導は、個別指導以外にも給食の時間や

学級活動、教科指導等、学校教育全体の中で広く行

われるものであり、その中で栄養教諭は、その専門性

を生かして積極的に指導に参画していくことが期待され

る。

各学級における給食の時間や学級活動における指導

は、一般的には学級担任が年間指導計画を作成して

行うものであるが、食に関する指導の充実のため、そ

の指導計画に基づいて栄養教諭が指導の一部を単独

で行うなど、積極的に指導を担っていくことが大切であ

る。

特に給食の時間は、生きた教材である学校給食を最

大限に活用した指導を行うことができるだけでなく、食

事の準備から後片付けまでを通じて、食事のマナーな

どを学ぶ場としても活用できるなど、食に関する指導を

行う上での中核的な役割を果たすものである。栄養教

諭は、学校給食の管理を担う立場から、学校給食を最

も有効に活用した指導ができる存在であり、計画的に

各学級に出向いて指導を行うことが期待される。他方、

給食の時間は原則として全校一斉に取られるため、栄

養教諭が全ての学級において十分な時間を取って指導

を行うことは物理的に困難である。したがって、給食の

時間や学級活動の時間における指導は、学級担任等

と十分に連携することによって、継続性に配慮しつつ行

うことが肝要である。特に、複数の学校を担当する栄

養教諭については、この点がより重要となると考えられ

る。

また、家庭科や保健体育科をはじめとして、関連す

る教科における食に関する領域や内容について、学級

担任や教科担任と連携しつつ、栄養教諭がその専門性

を生かした指導を行うことも重要である。特に、食に関

する問題は、児童生徒にとっても身近な問題であると

同時に、他の様々な問題と関連する広がりを持ったも

のであり、各教科や特別活動、「総合的な学習の時間」
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などにおいて、例えば、食べ残しと環境負荷の問題や、

食品流通と国際関係、食文化を含む地域文化など、

食と関係した指導を行う場合には、栄養教諭を有効に

活用していくことが期待される。

さらに、各教科指導において触れた食品を学校給食

に使うなど、学校給食との連携を図ることにより、児童

生徒の興味・関心を引き出し、より教育効果の高い指

導を行うことが可能になるものと考えられる。

なお、食に関する指導は、既に指摘したように学校

教育活動全体の中で広く行われるものである。学校に

おいて食に関する指導に係る全体的な計画を策定する

に当たっては、栄養教諭がその高い専門性を生かして

積極的に参画し、貢献していくことが重要である。

③ 食に関する教育指導の連携・調整

学校における食に関する指導は、給食の時間をはじ

めとして、関連教科等に幅広く関わるものであり、効果

的な指導を行っていくためには、校長のリーダーシップ

の下、関係する教職員が十分連携協力して取り組むこ

とが必要である。その中で、栄養教諭は、栄養に関す

る専門的な教員として、例えば、食に関する指導に係

る全体的な計画の策定において中心的な役割を果たす

など、連携・調整の要としての役割を果たしていくこと

が期待される。特に、学校給食と連携した授業を実施

する場合などは、学校給食の管理を担う栄養教諭が、

教務主任や学級担任等と連携し、年間指導計画におけ

る食に関する指導の計画と給食管理との有機的連携を

確保することによって、食に関する指導の効果は一層

高まるものと考えられる。また、例えば校務分掌にお

いて給食主任を担うなど、その専門性を生かして積極

的に学校運営に参画していくことも重要である。

同時に、児童生徒の食の大部分は家庭が担っている

という実態を踏まえれば、食に関する指導は、学校内

における児童生徒への直接的な指導のみにとどまらず、

広く家庭や地域との連携を図りつつ指導を充実させて

いくことが重要である。具体的には、給食だより等を通

じた啓発活動や、食物アレルギーに対応した献立作成

などについての保護者に対する助言、親子料理教室等

の開催、地域や関係機関が主催する食に関する行事

への参画などにおいて、栄養教諭がその専門性を発揮

し、積極的に取り組んでいくことが期待される。

このように、食に関する指導を効果的に進めていくた

めには、学校の内外を通じて、教職員や保護者、関係

機関等の連携を密接に図ることが肝要であり、栄養教

諭は、その専門性を生かして、食に関する教育のコー

ディネーターとしての役割を果たしていくことが期待さ

れる。

（２）学校給食の管理

現在学校栄養職員が行っている栄養管理や衛生管

理、検食、物資管理等の学校給食の管理は、専門性

が必要とされる重要な職務であり、栄養教諭の主要な

職務の柱の一つとして位置付けられるべきである。具

体的な職務内容としては、

① 学校給食に関する基本計画の策定への参画

② 学校給食における栄養量及び食品構成に配慮した

献立の作成

③ 学校給食の調理、配食及び施設設備の使用方法

等に関する指導・助言

④ 調理従事員の衛生、施設設備の衛生及び食品衛

生の適正を期すための日常の点検及び指導

⑤ 学校給食の安全と食事内容の向上を期すための検

食の実施及び検査用保存食の管理

⑥ 学校給食用物資の選定、購入及び保管への参画

などが考えられる。特に栄養教諭にとっては、学校給

食は食に関する指導を効果的に進めるための重要な教

材でもあり、その管理においてもより一層の積極的な取

組が期待される。

同時に、献立のデータベース化やコンピューターによ

る物資管理など、可能な部分については情報化を進め

るなどにより一層の効率化を図り、食に関する指導のた

めに必要な時間を十分に確保できるよう工夫していくこ

とが求められる。

なお、学校給食における衛生管理については、平成

８年度の腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食中毒事件以

降、その徹底が一層図られ、学校給食が原因と考えら

れる食中毒の発生件数は減少してきているところである

が、より安全で安心な学校給食の実施のためには、学

校給食における衛生管理を今後さらに充実強化していく

ことが大切である。

学校給食ニュース 56号 200３/10/20
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（３） 食に関する指導と学校給食の管理の一体的な

展開

栄養教諭は、生きた教材である学校給食の管理と、

それを活用した食に関する指導を同時にその主要な職

務の柱として担うことにより、両者を一体のものとして

展開することが可能であり、高い相乗効果が期待され

る。学校給食の教材としての機能を最大限に引き出す

ためには、その管理を同時に行うことが不可欠であり、

また、食に関する指導によって得られた知見や情報を

給食管理にフィードバックさせていくことも可能となると

考えられる。具体的には、例えば、体験学習等で栽培

した食材を学校給食に用いることで、生産活動と日々

の食事のつながりを実感させたり、食に関する指導を

通じて児童生徒の食の現状を把握し、不足しがちな栄

養素を補うため、献立の工夫や保護者に対する啓発活

動を行うことなどが考えられる。

２ 栄養教諭の資質の確保

食に関する指導と学校給食の管理という職務内容に

照らし、栄養教諭には、学校栄養職員と同等以上の栄

養に関する専門的知識・能力に加え、児童生徒の心理

や発達段階に配慮した指導ができるよう、教育の専門

家としての資質も求められる。

これらの資質を制度的に担保するため、栄養教諭制

度の創設に当たっては、保健指導と保健管理をその職

務とする養護教諭の例を参考としつつ、新たに栄養教

諭の免許状を創設することについて検討すべきである。

その際、栄養に関する専門性については、児童生徒に

対する栄養指導を行うという職務内容に留意しつつ、

原則として、健康の保持増進のための栄養の指導等を

担う管理栄養士の資格に相当する程度の専門性が確保

できるような制度設計について考慮すべきである。また、

教育に関する資質は、養護教諭の例を参考とし、教職

に関する科目の履修を課すことなどによって担保するこ

とを検討すべきである。

なお、現に学校栄養職員として勤務している者につ

いても、教育的資質の向上を図り、その専門性を食に

関する指導に活用していくため、一定の要件の下に栄

養教諭の免許状を取得できるようにするなどの措置に

ついて検討する必要がある。

３ 栄養教諭の配置等

栄養教諭の配置については、栄養教諭が教育に関

する資質を有する教育職員として位置付けられるもの

であり、また、学校給食の管理と食に関する指導を一

体のものとして展開するということを基本として考えるべ

きである。

また、学校給食の管理と食に関する指導を一体的に展

開するという栄養教諭の職務を踏まえれば、共同調理場

方式を採用する学校の場合、栄養教諭の配置は、共同

調理場における給食管理と受配校における食に関する指

導を併せて行うことを前提として考慮すべきである。

ただし、学校給食の実施そのものが義務的なもので

はないこと、現在の学校栄養職員も学校給食実施校全

てに配置されているわけではないこと、及び、地方の

自主性を尊重するという地方分権の趣旨にかんがみ、

栄養教諭の配置は義務的なものとはせず、公立学校

については地方公共団体の、国立及び私立学校につ

いてはその設置者の判断に委ねられるべきである。

平成13年５月の学校給食実施状況調査によれば、公

立小中学校のうち学校給食実施校は30,602校であるの

に対し、学校栄養職員は10,250人となっている。学校

栄養職員から栄養教諭への移行を考えた場合、学校給

食実施校を含め、栄養教諭を配置することのできない

学校も想定されるが、近隣の学校の栄養教諭が出向

いて指導を行うなどの工夫を講ずることによって、直接

栄養教諭が配置できなくとも食に関する指導の充実が

図れるようにすることが大切である。

なお、栄養教諭制度の創設後も、全ての学校栄養

職員が一律に栄養教諭に移行するわけではないため、

栄養教諭と学校栄養職員が並存することとなると予想

されるが、栄養教諭制度創設の趣旨に照らせば、将

来的には、学校栄養職員の資質を高め、栄養教諭へ

の移行を促進することにより、食に関する指導の充実を

図るべきである。

４ 栄養教諭の身分等

栄養教諭の職務内容等にかんがみ、公立学校の栄

養教諭については、教育公務員特例法の適用を受け、

自らの資質の向上に不断に努める必要がある。また、

国公私を通じて、栄養教諭は学校教育活動全般への

積極的な参画が求められる。

学校給食ニュース 56号 200３/10/20
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第３章 栄養教諭制度を活用した学校における

一体的取組

１ 食に関する指導の推進のための一体的取組

食に関する指導は、給食の時間や学級活動の時間

のほか、家庭科や保健体育科などの教科指導、「総合

的な学習の時間」など、様々な機会を通じて行われる

ものである。したがって、食に関する指導を効果的に

進めるためには、校長のリーダーシップの下、関係す

る教職員がそれぞれの専門性を十分に発揮しつつ、相

互に連携協力して取り組む必要がある。

平成10年９月21日の中央教育審議会答申「今後の地

方教育行政の在り方について」においては、「地域や

子どもの状況を踏まえた創意工夫を凝らした教育活動

を展開していくには、校長、教頭のリーダーシップに加

えて、教職員一人一人が、学校の教育方針やその目

標を十分に理解して、それぞれの専門性を最大限に発

揮するとともに一致協力して学校運営に積極的に参加

していくことが求められている」と指摘されている。食

に関する指導は、まさに地域や子どもの状況を踏まえて

行われるべきものであり、同答申における指摘が全面

的に当てはまるものであるといえる。

２ 栄養教諭の効果的な活用

先に指摘したように、食に関する指導の推進のため

には、校長、教頭のリーダーシップと、関係教職員の

有機的な連携協力が不可欠であるが、その中で栄養

教諭は、学校における食に関する専門家として、食に

関する指導を進める上での連携・調整の要としての役

割を果たしていくべきである。いうまでもなく、食に関

する指導を担うのは栄養教諭に限られないが、栄養教

諭を十分に活用することによって、学級担任や家庭科

教諭等による指導と相俟って、一層の指導効果の向上

が期待される。特に、望ましい食習慣の形成のために

は、単に食に関する知識の教授に止まらず、習慣化を

促すための継続的な指導が不可欠である。このため、

栄養教諭が学級担任や養護教諭、家庭科教諭等と十

分連携を取り、指導の継続性を確保できるよう、校長

のリーダーシップの下、栄養教諭が参画して、食に関

する指導に係る全体的な計画を作成するなどの取組が

必要である。

さらに、家庭や地域との連携においても、栄養教諭

は要としての役割を果たし得るものであり、積極的な取

組が期待される。

このように栄養教諭は、学校の内外において、食に

関する指導の充実の鍵を握る存在であり、その職責は

非常に重いものと考えられる。この職責を全うするため

にも、栄養教諭には高い資質が要求されるものであり、

また、その資質を向上させるための努力が不断になさ

れることが求められる。同時に、栄養教諭がその資質

を十分に発揮するためには、校長をはじめとする学校

内での理解と協力はもとより、家庭や地域の理解と協

力が不可欠であり、栄養教諭が他の教職員や家庭・

地域との連携を確保できるようにするための環境

整備が重要となると考えられる。

締切りは過ぎていますが、文部科学省の担当は以下の

通りです。

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課健康教

育企画室

学校給食ニュースへもご意見をお寄せください。随時掲

載していきます。

学校給食ニュース 56号 200３/10/20
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最近のできごと

2003年８月～９月の新聞などから

【食材・地場産】
●岐阜県の地産地消動向

●栃木県、地産地消指針を決定

●山形県南陽市の地産地消給食

●鳥取県、地場産豆腐製品拡大

●秋田県東成瀬村、地場産導入

●岩手県盛岡市、県産豆腐の日

●北海道砂川市、地場産手作りみそを導入

●岩手県矢巾町、ＪＡが一括して給食食材納入

●宮城県、米のブランド化と冷害で地場産米給

食に影響

【民間委託】
●福岡県春日市、弁当給食の状況

●シダックス、オムロン給食子会社を譲り受け

る

【衛生管理】
●宮城県、パン製造工場でカビ

●ＢＳＥ後２年、700校が牛肉自粛

学校給食ニュース 56号 200３/10/20
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お知らせ

2004年全国集会は２月７日（土）開催予定

2004年の学校給食全国集会は、2004年２月７日（土）日本教育会館にて開催することが決定しまし

た。2003年の集会アンケートで土曜日の開催希望が多かったため、従来の月曜日から曜日を変更して

開催します。栄養士、調理員に限らず、教員、保護者、生産者などどなたでも参加できますので、ひとり

でも多くの参加をお願いします。

集会内容は、現在実行委員会で調整中です。決まり次第ホームページ、学校給食ニュース等でお知

らせします。

（万一、日程、場所等の変更があった場合、ただちに、学校給食ニュースなどでお知らせします）

短針

日本教職員組合ＨＰリニューアルで、給食情報も

学校給食ニュース主催団体のひとつ、日本教職員組合のホームページがリニューアルされ、学校給食ニュースホ

ームページの更新情報が直接リンクされるようになりました。また、給食情報ステーションがトップページに設置され、

各地の学校給食の取り組みが写真入りで紹介されています。ぜひ、ごらんください。

日本教職員組合ホームページ ｅステーション http://www.jtu-net.or.jp/

「学校給食ニュース」2003．10．20

発行：学校給食全国集会実行委員会
編集：学校給食ニュース編集事務局
会費：年額3,500円（４月から３月、送料込み）
〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15
第２五月ビル２階 大地を守る会気付
全国学校給食を考える会

お問い合せは…全国学校給食を考える会
電話：03-3402-8902 ＦＡＸ：03-3402-5590

学校給食全国集会実行委員会構成団体

●全日本自治団体労働組合・現業局
東京都千代田区六番町１（電話03-3263-0276）
●日本教職員組合・生活局
東京都千代田区一ツ橋2-6-2（電話03-3265-2175）
●日本消費者連盟
東京都目黒区目黒本町1-10-16（電話03-3711-7766）
●全国学校給食を考える会
左記住所、電話番号

学校給食ニュース 56号 200３/10/20



10

情報シート
地域で取り組まれている課題や実践例をぜひ発信してください。

（例：課題～民間委託、センター化、プラスチック食器、アレルギー・アトピー、
遺伝子組み換えや環境ホルモン、食中毒・異物混入・衛生管理など

実践～給食の教材化、給食だより、献立の工夫や食材の工夫、地場の素材の使用、
衛生管理や労働環境の工夫、学校内での子ども、保護者、他の職員に向けた情報発信の工夫、
地域との交流、民間委託やセンター化での議会対応など）

ここに記入していただくか、文書などは実物を送ってください。

送り先 〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15 第２五月ビル２階 全国学校給食を考える会

ＴＥＬ03-3402-8902 ＦＡＸ03-3402-5590 E-mail maki@jca.apc.org

記入者名 団体名

ご連絡先（電話・FAX・e-mail）

ご住所（または、都道府県・市町村名）

私は、 栄養士 調理員 保護者 その他（ ）です。

ニュースに掲載する場合、名前は 掲載可 掲載不可（匿名） です。
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